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冬季休業中の新型コロナウイルス感染症の予防について(お願い) 
 
 平素から本校の教育活動及び新型コロナウイルス感染症予防に対して、ご理解・ご協力を
賜り、厚くお礼申し上げます。 

本校では、生徒に安心で安全な学校生活を送っていただくために、感染症対策に全力で取
り組んでいるところです。 

さて、現在、愛媛県内では感染状況は比較的落ち着いてはいるものの、新たな変異株であ
るオミクロン株の国内流入が確認されるなど、今なお、不断の感染症対策を講じることが求
められています。 

陽性者が出ること自体は誰の責任でもありませんが、気の緩みからくる「不適切な行動」
による感染や感染拡大は避けなければならず、今後とも、一人一人が自覚を持って行動する
ことが大事であると考えています。 

つきましては、ご家庭におかれましても、引き続き感染症予防にご留意願いますととも
に、学校との連携等に関し下記の事項にご配意いただきますようお願いします。 
 

記 
 
１ 日常の健康状態の把握について 
 〇生徒の毎朝の検温、健康状態をご確認いただき、別紙「健康観察表」に体温や体調の

記入をお願いします。 
 〇ご家族についても、毎日の健康状態の把握をお願いします。 
 ○生徒に発熱などのかぜの症状等が見られる場合は、部活動や補習等に参加せず、定め

られた手順で医療機関を受診くださいますようお願いします。 
 
２ 新型コロナウイルス感染症感染対策の４つのポイント 
○感染回避行動の継続徹底（感染防止の基本） 
○体調異変時は休んで受診（職場・学校への感染拡大阻止） 
○県外との往来は十分注意（訪問先の感染動向を事前に確認） 
○会食はルールを守って実施（飲食店・会食クラスターの阻止） 

 
３ 学校との連携（学校への連絡）について 
 生徒本人又は同居のご家族等が以下の場合は、直ちに学校へ連絡をいただき、生徒は
家庭での休養等をお願いします。 
〇発熱などのかぜの症状がみられ、医療機関を受診した際、医師の判断により、ＰＣＲ検

査を実施、又は、実施する予定となった場合（検査結果が分かる前にご連絡ください）。 
〇抗原検査で陽性になった場合 
○濃厚接触者と認定された場合 

なお、同居のご家族等がＰＣＲ検査・抗原検査等で感染が判明した場合、 
  生徒は、原則、濃厚接触者となり、自宅待機となります。生徒が登校してい 

る場合は、下校していただくことになりますので、ご理解をお願いします。 
 
※「新しい生活様式」の実践例（裏面）をご参照ください（今回は、省略しております）。 
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